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◆
ま
ち
づ
く
り
条
例
と
は
？

　
「
茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
」

は
、
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
で
あ

る
市
民
等
、
市
お
よ
び
議
会
が
共

有
す
る
基
本
的
な
ル
ー
ル
と
な
る

条
例
で
す
。

◆
な
ぜ
、
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
必

要
か
？

　

平
成
12
年
の
い
わ
ゆ
る
「
地
方

分
権
一
括
法
」
の
成
立
以
降
、
地

方
分
権
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
自

治
体
で
あ
る
市
に
は
、
地
域
に
お

け
る
課
題
・
問
題
を
適
切
に
把
握

し
、
解
決
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
少
子
高
齢
化
、
人
口
減

少
社
会
を
迎
え
、
知
恵
を
出
し
合

い
、
力
を
合
わ
せ
て
、
豊
か
で
持

続
可
能
な
地
域
社
会
を
築
き
上
げ
、

次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
引
き

継
い
で
い
く
た
め
に
は
、
市
民
一

人
ひ
と
り
が
、
自
ら
考
え
、
自
ら

参
加
し
、
決
定
に
関
与
し
、
自
ら

行
動
す
る
「
市
民
自
治
の
ま
ち
づ

く
り
」
が
必
要
で
す
。

　
「
市
民
自
治
の
ま
ち
づ
く
り
」

を
進
め
る
た
め
に
は
、
自
分
た
ち

の
ま
ち
の
課
題
に
つ
い
て
、
ま
ち

づ
く
り
の
担
い
手
で
あ
る
市
民
等
、

市
お
よ
び
議
会
が
、
情
報
を
共
有

し
、
共
通
の
目
的
を
持
ち
、
議
論

を
重
ね
、
多
様
な
主
体
が
協
働
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
」

は
、
市
民
等
の
権
利
と
役
割
、
市

お
よ
び
議
会
の
役
割
と
責
務
を
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ま
ち
づ

く
り
の
基
本
原
則
（
情
報
の
共
有
、

参
加
、
協
働
）
の
も
と
、
市
民
自

治
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め

に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

◆
ど
の
よ
う
に
ま
ち
づ
く
り
条
例

を
つ
く
っ
た
の
か
？

　

市
で
は
、
市
民
参
加
の
も
と
、

条
例
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え

方
を
取
り
ま
と
め
る
た
め
、
平
成

23
年
に
「
茂
原
市
自
治
基
本
条
例

を
考
え
る
市
民
の
会
」
の
委
員
を

一
般
公
募
し
、
30
人
の
委
員
が
、

20
カ
月
・
37
回
に
お
よ
ぶ
会
議
を

経
て
、
平
成
25
年
９
月
に
「
茂
原

市
ま
ち
づ
く
り
条
例
に
関
す
る
基

本
的
な
考
え
方
（
提
言
書
）」
を

市
長
に
提
出
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
基
に
、
平
成
26
年
１
月

に
市
民
、
議
会
、
行
政
の
代
表
や

学
識
経
験
者
か
ら
成
る
「
茂
原
市

ま
ち
づ
く
り
条
例
策
定
協
議
会
」

を
設
置
し
、
15
カ
月
・
18
回
の
会

議
を
開
催
し
て
審
議
を
行
い
、
平

成
27
年
３
月
に
市
長
あ
て
に
答
申

書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
答
申
書
を
基
に
条
例

市
民
参
加
・
市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

～
茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
制
定
～

　
市
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
で
あ
る
「
茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　「
茂
原
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
に
つ
い
て
は
、
企
画
政
策
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
全
文
を
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　http://w
w

w
.city.m

obara.chiba.jp/category/2-13-1-0-0.htm
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 市民等は、知る権利、参加する

権利を有しています。 

 市民等は、まちづくりの主体と

して、積極的に参加するよう努

めます。 

 市長は、市の代表者として、市

民の負託に応え、公正かつ誠実

に行政運営に当たります。 

 職員は、全体の奉仕者として、

誠実かつ効率的に職務に当た

ります。 

市民等、市及び議会が、それぞれ

の役割を果たしながら、連携、協

力して、「住んで良かったと思える

まち」の実現を目指します。 

※条文は簡略化して掲載しており、一部表現が異なります。 

 議会は、市民の代表による意思

決定機関であることから、調

査、研究、立法活動を行います。 

 議員は、市民等との対話を心が

け、公正かつ誠実に職務を遂行

します。 

※市民並びに市内に通

勤、通学する個人及び市

内において事業又は活

動を行う個人又は法人

その他の団体 

※市民並びに市内に通
勤、通学する個人及び
市内において事業又は
活動を行う個人又は法
人その他の団体

市民等、市および議会が、それぞれ
の役割を果たしながら、連携、協力
して、「住んで良かったと思える
まち」の実現を目指します。

•市民等は、知る権利、参加する
権利を有しています。
•市民等は、まちづくりの主体と
して、積極的に参加するよう努
めます。

•市長は、市の代表者として、市
民の負託に応え、公正かつ誠
実に行政運営に当たります。
•職員は、全体の奉仕者として、
誠実かつ効率的に職務に当た
ります。

• 	議会は、市民の代表による意思
決定機関であることから、調
査、研究、立法活動を行います。
•議員は、市民等との対話を心が
け、公正かつ誠実に職務を遂
行します。


